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平成２８年（厚）第５３０６号（以下「甲事

件」という。）

平成２８年（厚）第５４０６号（以下「乙事

件」という。）

平成２９年９月２９日裁決

主文

本件各再審査請求をいずれも棄却する。

事実

第１　再審査請求の趣旨

甲事件再審査請求人兼乙事件再審査請求

人（以下、単に「請求人」という。）の再

審査請求の趣旨は、甲事件においては遺族

厚生年金の支給を、乙事件においては未支

給の年金・保険給付の支給を求めるという

ことである。

第２　事案の概要

本件は、老齢基礎年金及び老齢厚生年金

（以下、併せて「老齢年金」という。）の受

給権者であったＡ（以下「亡Ａ」という。）

が平成○年○月○日に死亡したため、請求

人が亡Ａの内縁の妻であるとして遺族厚生

年金及び未支給の年金・保険給付を請求し

たところ、生計を維持されていた配偶者で

あるとは認められないとして不支給になっ

た処分を不服として、当審査会に対し、再

審査請求をした事案である。

第３　本件再審査請求に至る経緯

１　甲事件

平成２４年法律第６２号による改正前

の厚生年金保険法（以下「厚年法」とい

う。）による老齢年金の受給権者 (以下、

単に「受給権者」という。)であった亡

Ａは、平成○年○月○日に死亡したが、

亡Ａには、その死亡時において、戸籍上

の届出のある妻Ｂがあった。請求人は、

亡Ａの内縁の妻であるとして、平成○年

○月○日 (受付 )、厚生労働大臣に対し、

遺族厚生年金の裁定を請求した。

厚生労働大臣は、平成○年○月○日付

けで、請求人に対し、「厚生年金保険法

第５９条の定める遺族に該当しないため

（被保険者又は被保険者であった者の配

偶者には該当しないため。）」という理由

で、遺族厚生年金を支給しない旨の処分

（以下「原処分甲」という。）をした。

請求人は原処分甲を不服として、平

成○年○月○日（受付）、○○厚生局社

会保険審査官に対して審査請求を行った

が、審査請求をした日から○か月以内に

決定がなかったことから、厚年法第９０

条第３項の規定により、当該社会保険審

査官が審査請求を棄却したものとみなし

て、平成○年○月○日（受付）、当審査

会に再審査請求をした事案である。

２　乙事件

請求人は、亡Ａの内縁の妻であるとし

て、平成○年○月○日 (受付 )、厚生労

働大臣に対し、未支給の年金・保険給付

（以下「未支給給付」という。）を請求した。

厚生労働大臣は、平成○年○月○日付

けで、請求人に対し、「受給権者の死亡

当時、受給権者と戸籍上の配偶者の婚姻

関係が形骸化していたとは認められない

ため」という理由で、未支給給付を支給

しない旨の処分（以下「原処分乙」とい

い、原処分甲と併せて「原処分」という。）

をした。

請求人は原処分乙を不服として、平

成○年○月○日（受付）、○○厚生局社

会保険審査官に対して審査請求を行った

が、審査請求をした日から２か月以内に

決定がなかったことから、厚年法第９０

条第３項の規定により、当該社会保険審

査官が審査請求を棄却したものとみなし

て、平成○年○月○日（受付）、当審査

会に再審査請求をした事案である。

なお、原処分甲と原処分乙の理由が異

なっているところ、保険者は「いずれも、

生計を維持されていた配偶者であるとは

認められないという趣旨」であるとして

いる。

３　当審査会は、甲事件及び乙事件につい

てそれぞれＢを利害関係人に指定した

上、甲事件と乙事件を併合して審理する

こととした。

第４　当事者等の主張の要旨

（略）
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理由

第１　問題点

１　受給権者が死亡したとき、その者の

遺族に遺族厚生年金が支給されるが、

その遺族が配偶者である場合には、そ

の者の死亡の当時その者によって生

計を維持した者であることを要し、か

つ、年額８５０万円以上の収入又は

６５５万５０００円以上の所得を将来に

わたって有すると認められる者以外でな

ければならないとされている（厚年法第

５８条第１項第４号、第５９条第１項、

第４項、昭和６０年法律第３４号附則第

６３条第１項及び第７２条第１項、厚生

年金保険法施行令第３条の１０、国民年

金法等の一部を改正する法律の施行に伴

う経過措置に関する政令（昭和６１年政

令第５４号）第８８条第１項第４号及び

第３項並びに「生計維持関係等の認定

基準及び認定の取扱いについて」（平成

２３年３月２３日年発０３２３第１号厚

生労働省年金局長通知。以下「認定基準」

という。））。

２　受給権者が死亡した場合において、そ

の死亡した者に支給すべき保険給付でま

だその者に支給しなかったものがあると

きは、その配偶者、子、父母、孫、祖父

母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡

当時その者と生計を同じくしていたもの

は、自己の名でその未支給給付の支給を

請求することができるとされている（厚

年法第３７条第 1項）。

３　本件においては、亡Ａが平成○年○月

○日に死亡したこと、亡Ａがその死亡の

当時、老齢年金の受給権者であったこと

及び亡Ａには婚姻の届出をした妻である

利害関係人がいたこと並びに請求人が亡

Ａの死亡当時、年額８５０万円以上の収

入又は６５５万５０００円以上の所得を

将来にわたって有すると認められる者以

外の者であることは請求人と保険者との

間で争いがなく、本件記録によってもそ

れらの事実を優に認めることができる。

したがって、本件の争点は、請求人が亡

Ａの死亡当時、亡Ａによって生計を維持

した者でないと、あるいは同人と生計を

同じくしていた者でないと認められるか

否かということになるが、認定基準は、

届出による婚姻関係にある者が重ねて他

の者と内縁関係にある場合 (以下、この

ような事実関係を「重婚的内縁関係」と

いう。) の取扱いについては、「婚姻の

成立が届出により法律上の効力を生ずる

こととされていることからして、届出に

よる婚姻関係を優先すべきことは当然で

あり、従って、届出による婚姻関係がそ

の実体を全く失ったものとなっていると

きに限り、内縁関係にあるものを事実婚

関係にある者として認定するものとする

こと。」と定めていることから、本件に

おいては、まず、亡Ａの死亡当時、亡Ａ

と戸籍上の届出のある妻である利害関係

人との婚姻関係がその実体を全く失った

ものとなっていたといえるか否かという

ことであり、これが認められた場合に初

めて、請求人が亡Ａによって生計を維持

し、あるいは同人と生計を同じくしてい

た者であったか否かという点が問題とな

る。

第２　審査資料

（略）

第３　事実の認定及び判断

１　遺族厚生年金の受給要件たる生計維持

関係の認定及び未支給給付等の支給対象

者に係る生計同一関係の認定に当たって

は、認定基準により取り扱われるところ、

認定基準によると、受給権者の配偶者（厚

年法第３条第２項により、婚姻の届出を

していないが、事実上婚姻関係と同様の

事情にある者も含まれる。）に係る生計

維持関係の認定については、生計維持関

係等の認定日において生計同一要件及び

収入要件を満たす場合に受給権者と生計

維持関係があるものと認定するものとさ

れているが、これにより生計維持関係の

認定を行うことが実態と著しく懸け離れ

たものとなり、かつ、社会通念上妥当性

を欠くこととなる場合には、この限りで

はないとされている。そして、厚年法第

３条第２項所定の婚姻の届出をしていな
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いが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者、すなわち「事実婚関係にある者」

とは、いわゆる内縁関係にある者をいう

のであり、内縁関係とは、婚姻の届出を

欠くが、社会通念上、夫婦としての共同

生活と認められる事実関係をいい、(1)

当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生

活と認められる事実関係を成立させよう

とする合意があること、及び、(2) 当事

者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と

認められる事実関係が存することが必要

であるとされている。

そして、上記第１の３においても述

べたように、認定基準は、重婚的内縁関

係の取扱いについては、「婚姻の成立が

届出により法律上の効力を生ずることと

されていることからして、届出による婚

姻関係を優先すべきことは当然であり、

従って、届出による婚姻関係がその実体

を全く失ったものとなっているときに限

り、内縁関係にあるものを事実婚関係に

ある者として認定するものとすること。」

とされている。

そして、①　「届出による婚姻関係が

その実体を全く失ったものとなっている

とき」には、次のいずれかに該当する場

合等が該当するものとして取り扱うこと

とされている。

ア　当事者が離婚の合意に基づいて夫

婦としての共同生活を廃止している

と認められるが戸籍上離婚の届け出

をしていないとき

イ　一方の悪意の遺棄によって夫婦と

しての共同生活が行われていない場

合であって、その状態が長期間（お

おむね１０年程度以上）継続し、当

事者双方の生活関係がそのまま固定

していると認められるときさらに、

②　「夫婦としての共同生活の状態

にない」といい得るためには、次に

掲げる全ての要件に該当することを

要するものとされている。

( ｱ )　当事者が住居を異にすること

( ｲ )　当事者間に経済的な依存関係

が反復して存在しないこと

( ｳ )　当事者間の意思の疎通をあら

わす音信又は訪問等の事実が反復

して存在していないこと

本件においては、亡Ａは、その死亡の

当時、利害関係人と法律上の婚姻関係に

あったのであるから、亡Ａと利害関係人

との婚姻関係がその実体を全く失ったも

のとなっていたときに限り、請求人を亡

Ａと事実婚関係にある者として認定する

ことができることになる。そこで、まず、

亡Ａと利害関係人との婚姻関係がその実

体を全く失ったものとなっていたか否か

について検討する。

２　審査資料により認められる事実を必要

な限度で摘示すると、以下のとおりであ

る。

（略）

３　以上に基づいて、本件の問題点を検討

し、判断する。

(1)　亡Ａと利害関係人との婚姻関係の

形骸化について検討する。

上記２の資料から、亡Ａと利害関係

人は、離婚の合意に至っていたとは認

められないから上記１のアに該当する

ということはできない。次に上記１の

イに該当するか否かについてみると、

亡Ａは、住民票に記載の平成○年○月

○日に、請求人と同じ○○区の住所に

転入して、○年間にわたる利害関係人

との別居は確認でき、審理期日におい

て、利害関係人代理人によると、住民

票の異動前から、亡Ａは利害関係人と

同居していなかったことがうかがえる

ところ、亡Ａの遺言書には、亡Ａが請

求人と平成○年より同居している旨の

記載があり、別紙１において、請求人

は、２５年間亡Ａと同居して生計を同

一にし、亡Ａは平成○年○月以後一度

も利害関係人の住居へ行っていないと

主張する。亡Ａは、平成○年○月○日

の被保険者資格喪失まで、断続的では

あるものの給与収入があり、平成○年

○月○日に６０歳に到達して老齢年金

の受給権が発生したことから、亡Ａに

は一定の収入があったことは認められ
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るが、亡Ａは、利害関係人を自らの老

齢年金の加給年金額対象者として申し

出て、利害関係人を対象者とする加給

年金額が加算された年金を受け取って

いたのであり、亡Ａは、利害関係人を

配偶者として遇し、経済的に援助する

ことで、夫としての責任を果たす意思

に基づいてこれを実行していたと推認

することができるのであって、「当事

者間に経済的な依存関係が反復して存

在しない」とは認められない。

これに対し、請求人は、亡Ａの遺言

書どおりの裁決を求めるとし、亡Ａが

後期高齢者になるまで、健康保険は亡

Ａと請求人の二人分を合わせた請求書

が来ていたと主張しており、そのこと

は医療費のお知らせからも認められ、

また、○○区の住所に係る固定資産税・

都市計画税の納税通知書から、同不動

産が亡Ａと請求人の共有名義であった

ことも認められるところである。また、

請求人は、別紙３において、亡Ａは金

銭的余裕がない旨を陳述しているとこ

ろである。

ところで、定期的に○○市内の金

融機関の店舗からカードを用いての入

金が認められる。この入金と、利害関

係人の陳述を照らすと、亡Ａはキャッ

シュカードを用いて、利害関係人が通

帳と印鑑を所持する金融機関の亡Ａ名

義の口座に振込みを行ったと考えら

れ、利害関係人が主張する２か月に１

回という回数、初めは１０万円だった

が、８万円になり、最後はずっと５万

円だったという金額も一致する。さら

に、請求人は亡Ａの年金で生活してい

たとしているところ、当該入金の日は、

年金支払日とほぼ一致するため、亡Ａ

は、自身に支払われた年金をもって、

利害関係人に仕送りをしていたと考え

るのが妥当であり、また、請求人は、

亡Ａが入院後に、亡Ａの依頼で１回だ

け利害関係人に振込みを行ったと述べ

ており、当該振込みは、平成○年○月

○日付の振込みを示していると考えら

れる。このことから、亡Ａは、請求人

には告げず、定期的に請求人に対して

経済的援助を行い、亡Ａが入院してか

らも、経済的援助の継続を図っていた

といえる。亡Ａが請求人を事実上の配

偶者と認識していたことは遺言書から

も認められるものの、利害関係人は亡

Ａから送金された金員を生活費の不可

欠な一部として長期間生活してきたの

であり、亡Ａは、公的社会保障の分野

において、利害関係人を配偶者として

位置づけて加給年金の受給を続けてい

たことから、請求人の主張は採用でき

ない。

また、利害関係人は、平成○年○月

くらいに亡Ａとの連絡が途絶えたと述

べているが、亡Ａの死亡が同年○月○

日であり、発病から死亡までの期間が

４か月であることから、亡Ａは発病の

ために利害関係人に連絡をすることが

できなくなったものの、それまでは音

信があったことがうかがえる。

これらを総合して見ると、上記１の

( ｲ ) 及び ( ｳ ) を満たしておらず、上

記１のイにも該当しないものとみるの

が相当であるから、亡Ａと利害関係人

の婚姻関係は、その実体を全く失った

もの、すなわち形骸化していたとまで

はいえない。

(2)　そうすると、戸籍上の届出のある

妻である利害関係人と亡Ａとの婚姻関

係が実体を全く失って形骸化し、かつ、

その状態が固定化しているとはいえな

い以上、その余の問題点について判断

するまでもなく、亡Ａと重婚的内縁関

係にある請求人は、遺族厚生年金及び

未支給給付を受給することができる亡

Ａの配偶者に当たるものということは

できない。

４　以上の認定及び判断の結果によると、

請求人の本件各再審査請求は理由がない

から、いずれもこれを棄却することとし

て、主文のとおり裁決する。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /MSMincho
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


